
1 

 

令和７年度豊中市物価高騰対応食費支援事業実施要綱 

 

（目的）  

第１条 この要綱は、食料品価格の高騰等により、市民生活への負担感が大きい

ことから、全世帯に対する経済支援策として全国共通おこめ券（以下「おこめ

券」という。）の給付に関し、必要な事項を定める。 

 

（定義） 

第２条 次条に規定される対象世帯に給付されるおこめ券は、前条の目的を達

するために、豊中市（以下「市」という。）によって贈与されるおこめ券をい

う。 

 

（給付対象世帯） 

第３条 おこめ券の給付の対象となる世帯（「以下「給付対象世帯」とい

う。）は令和 7 年 12 月 1 日（以下「基準日」という。）において、豊中市の

住民基本台帳に記録されている世帯（基準日より前の日に、住民基本台帳法

（昭和 42 年法律第 81 号）第８条の規定に基づき住民票を消除されていた者

で、基準日時点において、豊中市内で生活していたが、基準日以後一貫してい

ずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日後初めて

豊中市の住民基本台帳に記録されることとなった者のみで構成された世帯及び

基準日以前に出生した戸籍を有しない者で、基準日において、豊中市内で生活

していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、

住民基本台帳に記録されている世帯に準ずるものとして市長が認める世帯を含

む。）とする。 

２ 市は、前項に掲げる給付対象世帯の、住民基本台帳に記載された基準日現

在の住所、構成員氏名、世帯主名、その他必要な事項を記載した給付対象世

帯リストを作成し、これに基づきおこめ券を給付するものとする。 

 

（給付するおこめ券の額） 

第４条 前条の規定により給付対象世帯に対して給付するおこめ券の金額は、

１世帯当たり４,４００円とする。 

 

（受給権者） 

第５条 おこめ券の受給権者は、第１号又は第２号に規定する者とする。 

(1) 給付対象世帯の世帯主（第３条に規定する基準日以降に当該世帯主が死亡

した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当

該世帯の世帯主となった者又はこれにより難い場合は、死亡した世帯主以
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外の世帯構成者のうちから市が選ぶ者を含む。以下、同じ。） 

(2) 基準日において、豊中市に居住し、その住民票を移していない者で、次の

（ア）から（ウ）までのいずれかの要件に該当し、その旨を申し出た者 

(ア) 配偶者等からの暴力を理由に避難し、配偶者等と生計を別にしている

者及びその同伴者で構成された世帯であって、基準日において、豊中市に

居住し、その住民票を移していない者で、一定の要件を満たす者 

(イ) 虐待等により、豊中市に所在する児童福祉施設等に入所等している児

童等 

(ウ) 養護者から虐待を受けたことにより、豊中市に所在する障害者支援施

設等に入所等の措置が採られている障害者及び高齢者 

 

（給付の方式） 

第６条 市は、第５条第１号に規定する世帯主に対し、おこめ券を送付する。 

２ 前項による給付対象世帯の世帯主は、同項に規定のおこめ券の支給を受け

た際、市に対して受給の拒否を申し出ることができる。 

３ 第１項の規定により送付されたおこめ券を、事情により受給することがで

きなかった世帯主は、市に対し、再発送を依頼することができる。 

４ 第５条第２号の規定に基づく者その他市長が必要と認める場合で、第３条

第１項に掲げる世帯以外でおこめ券の給付を受けようとする者は、「物価高

騰対応食費支援給付兼送付先変更申込書」（様式１）を提出するものとする。 

５ 前項の規定による申込書の提出は、郵送又は電子申請により行う。ただし、

これにより難い場合は、市の窓口に申込書を提出する方法により行うことが

できる。 

６ 申込書の提出に当たっては、公的身分証明書の写し等を提出又は提示する

こと等により、当該申込書を提出する本人によるものであることを証する。 

７ 市は、申込書の提出に当たって必要と認める場合は、第１項に掲げる世帯以

外で給付を受けることができる理由を疎明する資料の提出を求めることがで

きる。 

 

（代理による申込書の提出） 

第７条 前条第４項に規定する申込書を提出する者に代わり、代理人として当

該申込書の提出を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限

る。 

(1) 前条第４項に規定する申込書の提出については提出時点の受給権者の属する

世帯の世帯構成者 

(2) 受給権者の法定代理人（親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の
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審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。） 

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市

長が特に認める者 

２ 代理人が前条第４項に規定する申込書を提出するときは、公的身分証明書

の写し等の提出により、代理人が当該代理人本人であることを証するものとす

る。 

３ 市は、代理人が第１項第１号の者にあっては、住民基本台帳により、また、

同項第２号及び第３号の者にあっては、市長が別に定める方法により、代理権

を確認するものとする。 

 

（申込書及び再発送の申出期限） 

第８条 第６条第３項及び第４項の規定による再発送の依頼及び申込書の提出

の期限は、令和８年４月３０日とする。 

２ 前項の期限までに第６条第３項及び第４項の規定による再発送の依頼及び

申込書の提出がなく、おこめ券の受給がなかった者については、おこめ券の受

給を辞退したものとみなす。 

 

（給付の決定等） 

第９条 市長は、第６条第４項の規定により申込書を受理したときは、速やかに

内容を確認（申込書の提出による給付及び送付先変更の決定）の上、当該給付

対象者に対しおこめ券を給付する。 

 

（不当利得の返還） 

第１０条 市は、偽りその他不正の手段によりおこめ券の給付を受けた者に対

しては、給付を行ったおこめ券の返還を求める。 

 

（受給権の譲渡又は担保の禁止） 

第１１条 おこめ券の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはなら

ない。 

 

（その他） 

第１２条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

 この要綱は、令和７年１２月１日から実施する。 

 


